
外務省回答 

 

１ 概括的な質問事項について 

１－③ 外務省ホームページには，国際人権規約に関する「総括所見」や「政

府報告」などの原文と翻訳文がともに掲載されています。このような取り扱い

となった経緯と理由について明らかにして下さい。 

（答） 

 例えば，自由権規約委員会は，２０１４年８月に公表した「日本の第６回定期

報告に関する総括所見」の第２７段落において，政府報告や総括所見等の広報を

要請しています。こうした要請も踏まえつつ，外務省ホームページに政府報告，

総括所見及びそれらの和文仮訳を掲載し，容易に閲覧できるようにしています。 

 

１－④ 三省において，国際人権法についての研修の機会をどのように確保

しているのか，それぞれ具体的に明らかにして下さい。 

（答） 

外務省では，新入省員，中堅職員，課室長幹部職員及び在外公館赴任予定者等

を対象とした各種研修の中で人権問題等に関する講義を行っています。 

 また，国際的に人権問題に取り組む関係者を招へいして講演会等を行うこと

を通じて，国際的な人権課題の啓発を行っています。 

 

３ 下記の１９９８年自由権規約委員会の「総括所見」について 

３－① この「総括所見」を受けて，取られた措置について明らかにして下さ

い。 

３－② 三省で取られた措置を具体的に明らかにして下さい。 

３－③ 特に「国内のあらゆる団体との対話」の実施について，具体的に明ら

かにして下さい。 

３－④ 「ＩＬＯ１００周年国会決議」にある「（ＩＬＯの）理念の追求と実

現のために最大限の貢献をしていく決意」に沿い，「国内法制を条約に完全に

合致」させるべきではありませんか？政府の見解を明らかにして下さい。 

（答） 

（１）１９９８年１１月に自由権規約委員会が公表した総括所見の第３２段落

から第３４段落では，以下の勧告がなされたと承知しています。 

 第３２段落：委員会は，裁判官，検察官及び行政官に対し，規約上の人権につ

いての教育が何ら用意されていないことに懸念を有する。委員会は，かかる教育

が得られるようにすることを強く勧告する。裁判官を規約の規定に習熟させる

ための司法上の研究会及びセミナーが開催されるべきである。委員会の一般的



な性格を有する意見及び選択議定書に基づく通報に関する委員会の見解は，裁

判官に提供されるべきである。 

 第３３段落：委員会は，政府に対し，これらの総括所見を基礎に行動を起こし，

第５回報告の準備に際してこれらを考慮に入れることを要請する。また，委員会

は，締約国がその国内法を規約に完全に沿ったものとするために，その法律の見

直し及び適切な改正を行うことを継続するよう勧告する。委員会は，締約国が人

権侵害の被害者を救済するための措置をとること，特に，規約の選択議定書を批

准することを勧告する。 

 第３４段落：委員会は，これらの総括所見の履行に際しては，締約国がＮＧＯ

を含むすべての国内の関心を有する関係者との対話の中でこれを行うことを期

待する。委員会は，締約国に対し，その報告及びこれらの総括所見を広く配布す

ることを確保することを要請する。  

（２）これらの勧告については，関係府省庁においてその内容を十分に検討した

上で，しかるべく対応してきました。例えば，第３２段落で指摘のある裁判官に

対する研修及び講義は司法研修所において，検察官に対する研修及び講義につ

いては法務省において，それぞれ適切に実施されているものと承知しています。 

（３）また，政府としては，市民社会による様々な活動の重要性を認識しており，

ＮＧＯが主催する意見交換会への参加等，様々な機会を通じて市民社会との対

話を行う場を確保しています。例えば，外務省では，１９９８年１１月に自由権

規約委員会が日本に対する第４回政府報告審査を踏まえて公表した総括所見の

内容も踏まえつつ，日本の第５回政府報告を作成する際に，市民社会・ＮＧＯか

ら意見を伺う機会を設ける等しています。 

（４）政府としては，これまでも人権諸条約を誠実に履行してきていますが，人

権諸条約の委員会が公表する総括所見についても，関係府省庁間でその内容を

十分に検討した上で，引き続きしかるべく対応していく考えです。 

 

 

 



「連帯労働者組合・杉並からの質問書」への回答 

 

１．２①～③について  

① 上記の「委員会見解」に対する政府の見解を明らかにして下さい。 

② また、取られた措置について具体的に明らかにして下さい。 

③ 上記の「委員会見解」を受け入れないとした場合、その理由を具体的に明らかにして下さい。 

 

（１） 2017 年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正の趣旨は、労働者性がありながら特別職

として任用されていた非常勤職員の法的位置づけを整理するとともに、一般職として任用さ

れるべき者に対して地方公務員法上の身分保障や必要な給付を制度として担保し、臨時・非

常勤職員の処遇改善に資するものであると認識している（なお、改正法について連合も賛成

し、国会において与野党の幅広い賛成のもと成立）。 

なお、改正法により一般に移行される者については、常勤職員と同様、職員団体を構成し、

当局に対して交渉の申入れを行うことができるほか、人事委員会又は公平委員会に対する措

置要求、審査請求等が認められる。 

（２） 我が国の公務員の労働基本権については、全体の奉仕者たる地位の特殊性と職務の公共性

にかんがみ、国民全体の共同利益の保障という見地から、一定の制約のもとに置かれており、

人事院勧告制度等をはじめとする代償措置が講じられている。また、自律的労使関係制度の

措置については、「交渉コストが増加し、混乱を招くおそれがある」、「労使交渉の長期化によ

り業務執行に影響を及ぼすおそれがある」等、多岐にわたる課題があることから、引き続き国

内において社会的パートナーである職員団体等との意見交換を重ねながら慎重に検討すべき

であると考えている。 

    なお、地方公務員の自律的労使関係制度については、2008 年６月に成立した国家公務員制

度改革基本法附則第２条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整

合性をもって、検討する」とされていることから、上記の国家公務員に係る検討を踏まえて、

職員団体等の意見も伺いながら慎重に検討していくこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 総務省自治行政局公務員部公務員課 

内閣官房内閣人事局労働・国際担当 
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＜厚労省からの回答＞ 

 

【１②ご質問内容】 

「日本政府に関わる「2019年専門家委員会報告」について、日本語訳の有無とその公開状

況について明らかにして下さい。翻訳や公開をされていない場合はその理由を明らかにし

て下さい。」 

  

【ご回答】 

専門家委員会報告の日本語仮訳につきましては、当該報告に関する見解を示す年次報告案

について政労使で協議する ILO懇談会の場において、資料として提出しており、その後厚

生労働省の HPにも掲載しております。 

ご指摘の「2019年専門家委員会報告」の日本語仮訳につきましては、現時点では公開して

おりませんが、当該報告に関する年次報告案について ILO懇談会で協議する際に資料とし

て提出し、厚生労働省の HPにも掲載する予定としております。 

 

 

 


